
○ 現役世代だけ負担させることでは納得は得られないので、何らかの形で考えざるを得ないのではないか。 
○ 負担の公平の観点からは、応能負担は保険料ですべき。利用者負担は本来応益負担。 
○ 高所得者に新たな負担を求めるとしても、介護は医療と違って先が見えず、ケースによっては何年もサー
ビスを利用しなければならず、引き上げは好ましくない。 

○ 高額介護サービス費が支給されると言っても、世帯で１人だけサービスを利用した場合、１割の自己負担
が上限額を超えることはほぼない。 

○ 所得税率の５段階（5％～33％）の中で、年収320万円は下から２番目であり、中所得程度以上の方々から
利用料２割を負担しろと言っているようなもの。 

Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 
４ 給付と負担のバランス 
 （給付の見直し） 
○ 医療保険においては、現役並み所得の高齢者については利用者負担が3割となっている。介護保険制度に

おいても、限られた財源の中で、高齢者の負担能力を勘案し、所得に応じた負担を求めることが適当であ
り、一定以上の所得がある者については利用者負担を、例えば2割に引き上げることを検討すべきである。 

  一方、介護保険は区分支給限度基準額が設けられているなど、医療保険とは異なる仕組みであり、負担
増を求めることには慎重であるべきとの意見があった。 

一定以上所得者の利用者負担に関する 
昨年の介護保険部会での議論 

主な意見 

介護保険部会意見書（抜粋） 
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(万円)    全世帯と高齢者世帯の平均所得金額の年次推移 

全世帯の１世帯当たりの平均所得金額（万円） 高齢者世帯の１世帯当たり平均所得金額（万円） 

高齢者世帯の所得① 

○ 全世帯の平均所得金額の低下傾向に比べ、高齢者世帯の平均所得金額は300万円
前後を維持している。 
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H18中央値：244 

高齢者世帯の所得② 
○ 最も多い所得階級は、平成15年、18年には「100万円以上150万円未満」であったが、平成21年
には「150万円以上200万円未満」となっている。 

○ 「450万円以上500万円未満」、「500万円以上600万円未満」の所得階級が過去6年で増加。 
○ 所得金額の中央値も増加。 

H21中央値：254 

H15中央値：234 

19 



H13.１ H14.10 H18.10 H20.4 

負担 
割合 

現役並み所得者 

１割 

２割 ３割 

それ以外 １割 
70～74歳２割 
（１割に凍結中） 
75歳以上１割 

負担 
限度 
月額 

課税世帯 37,200円 40,200円 44,400円 

低所得者Ⅱ 24,600円 

低所得者Ⅰ 15,000円 

H12.4 H17.10 

負担割合 １割 

負担 
限度 
月額 

課税世帯 37,200円 

非課税世帯 
24,600円 

24,600円 

年収80万円以下 15,000円 

生活保護受給者 15,000円 

介護保険の利用者負担 

医療保険の利用者負担（70歳以上の高齢者） 

※ 医療保険の負担限度月額は、年４回以上利用する多数該当時の金額。 

介護保険と医療保険の利用者負担の推移 

○ 介護保険の利用者負担は、制度制定以来１割を維持している。 
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「高所得者」の水準について 

• 介護保険における保険料第６段階の第１号被保険者 

21 

→ 年収320万円（合計所得金額200万円） 
  【第１号被保険者の14.6％】 

• 医療保険における単身世帯の現役並所得者 
→ 年収383万円（合計所得金額249.75万円）（注） 

  【第１号被保険者の9.8％】 
（注）世帯に被保険者が複数いる場合は、年収520万円で現役並所得者 
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論  点 

○ 「世代内（特に高齢世代内）での公平の確保、所得再
分配機能の強化を図る」（「社会保障・税一体改革成案」）観点か
ら、一定以上の所得がある者については、利用者負担
割合を引き上げることが必要ではないか。 

 
○ 利用者負担割合を引き上げる場合、対象となる「一定

以上の所得がある者」の範囲についてどう考えるか。 
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